
徳
島
県
規
則
第
九
号

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
号
中
「
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
連
合
会
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は

、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
農
業
経
営
規
程
の

承
認
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
農
業
経
営
規
程
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


